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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡の挿入部の先端外周に装着する装着部と、
　上記装着部から上記内視鏡の挿入部の先端外周に沿って上記内視鏡の観察視野方向に突
出した本体部と、
　少なくとも上記本体部の上記装着部とは反対側の端部の径方向の寸法を上記内視鏡の挿
入部の先端面の外径寸法よりも拡径することと縮径することとが自在な寸法変更部と、
　上記本体部の上記寸法変更部の一部に係止され、上記寸法変更部の拡径と縮径とを操作
するワイヤとを備え、
　上記装着部は、上記ワイヤにより上記内視鏡の挿入部の先端から予め設定した長さの範
囲で上記内視鏡の観察視野方向に突没自在であることを特徴とする内視鏡用フード。
【請求項２】
　上記寸法変更部は、上記ワイヤの上記内視鏡の挿入部の軸芯方向への押し引き操作で拡
径することと縮径することとが自在であることを特徴とする請求項１記載の内視鏡用フー
ド。
【請求項３】
　上記本体部は、上記装着部から上記内視鏡の挿入部の先端外周に沿って上記内視鏡の観
察視野方向に突出した複数の突出部で形成したことを特徴とする請求項１又は請求項２記
載の内視鏡用フード。
【請求項４】
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　上記複数の突出部毎にワイヤの先端部を係止して、該突出部毎のワイヤを牽引自在な牽
引部材を上記内視鏡の挿入部に挿通し、上記寸法変更部は、上記牽引部材を牽引操作する
ことで上記本体部の上記装着部とは反対側の端部の径方向の寸法を変更することを特徴と
する請求項３記載の内視鏡用フード。
【請求項５】
　上記本体部は、柔軟性を有する弾性部材で形成したことを特徴とする請求項１乃至請求
項４の何れか一つに記載の内視鏡用フード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に、大腸の憩室（腸壁の弱い部分が袋状に窪んで外へ向かって出ている部
位）等を観察する内視鏡の挿入部先端に装着される内視鏡用フードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、内視鏡を用いた観察、診断、手術等が一般的に行われるようになっている。内視
鏡により観察等を行う際には、観察対象に応じ、対象と適切な距離を保って観察する必要
があることから、挿入部先端に内視鏡用フードを装着して観察することがある。例えば、
大腸の腸壁を観察する際には、大腸には憩室が存在し、通常の腸壁に加え、このような憩
室の管壁を観察しようとした場合、憩室は袋状に窪んでいることから、内視鏡の先端が憩
室内に潜り込むことが困難で、憩室の管壁と適切な距離を保って観察することが困難な場
合がある。
【０００３】
　例えば、特表２００９－５３１０８１号公報（以下、特許文献１）では、展開カテーテ
ルの先端に設けた撮像フードがプルワイヤの牽引動作により開閉自在として展開カテーテ
ルの先端を拡大することが可能な展開カテーテルの技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２００９－５３１０８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述の特許文献１に開示される展開カテーテルの技術では、大腸の憩室
の管壁を観察しようとした場合、撮像フードが展開カテーテルの先端面の径から拡大する
ことが可能あっても、憩室の括れ部分により、憩室内に展開カテーテルの先端面を潜り込
ませることが遮られ、憩室内の腸壁を適切に観察できないという課題がある。
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、大腸の憩室のような部位においても、憩室
内の壁面に内視鏡の挿入部の先端面を適切な距離に接近させて良好に観察することが可能
な内視鏡用フードを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の内視鏡用フードの一態様は、内視鏡の挿入部の先端外周に装着する装着部と、
上記装着部から上記内視鏡の挿入部の先端外周に沿って上記内視鏡の観察視野方向に突出
した本体部と、少なくとも上記本体部の上記装着部とは反対側の端部の径方向の寸法を上
記内視鏡の挿入部の先端面の外径寸法よりも拡径することと縮径することとが自在な寸法
変更部と、上記本体部の上記寸法変更部の一部に係止され、上記寸法変更部の拡径と縮径
とを操作するワイヤとを備え、上記装着部は、上記ワイヤにより上記内視鏡の挿入部の先
端から予め設定した長さの範囲で上記内視鏡の観察視野方向に突没自在である。
【発明の効果】
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【０００８】
　本発明による内視鏡用フードによれば、大腸の憩室のような部位においても、憩室内の
壁面に内視鏡の挿入部の先端面を適切な距離に接近させて良好に観察することが可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の第１形態に係る内視鏡用フードを装着した内視鏡の全体概略図で
ある。
【図２】本発明の実施の第１形態に係る内視鏡用フードの先端面を縮小した際の説明図で
あり、図２（ａ）は先端斜視図、図２（ｂ）は内視鏡用フードの断面説明図である。
【図３】本発明の実施の第１形態に係る内視鏡用フードの先端面を拡大した際の説明図で
あり、図３（ａ）は先端斜視図、図３（ｂ）は内視鏡用フードの断面説明図である。
【図４】本発明の実施の第２形態に係る内視鏡用フードの先端面を縮小した際の説明図で
あり、図４（ａ）は先端斜視図、図４（ｂ）は内視鏡用フードの断面説明図である。
【図５】本発明の実施の第２形態に係る内視鏡用フードの先端面を拡大した際の説明図で
あり、図５（ａ）は先端斜視図、図５（ｂ）は内視鏡用フードの断面説明図である。
【図６】本発明の実施の第３形態に係る内視鏡用フードの断面説明図であり、図６（ａ）
は内視鏡用フードの先端面を縮小した際の説明図、図６（ｂ）は内視鏡用フードの先端面
を拡大した際の説明図である。
【図７】本発明の実施の第４形態に係る内視鏡用フードの斜視図である。
【図８】本発明の実施の第４形態に係る内視鏡用フードの動作説明図であり、図８（ａ）
は通常時の内視鏡用フードの説明図、図８（ｂ）は先端面を縮小した際の内視鏡用フード
の説明図、図８（ｃ）は先端面を拡大した際の内視鏡用フードの説明図である。
【図９】本発明の実施の第５形態に係る内視鏡用フードの断面説明図であり、図９（ａ）
は内視鏡用フードの先端面を縮小した際の説明図、図９（ｂ）は内視鏡用フードの先端面
を拡大した際の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。　
　図１乃至図３は、本発明の実施の第１形態を示し、図１において、符号１は内視鏡装置
を示し、この内視鏡装置１は、内視鏡２と、内視鏡用フード３とを備えている。
【００１１】
　内視鏡２は、体腔内に挿入される挿入部１１と、挿入部１１の基端部に設けられた操作
部１２と、操作部１２から延出されるユニバーサルコード１３を備えている。
【００１２】
　内視鏡２の挿入部１１、操作部１２の内部には、図示しない照明光学系、観察光学系、
送気送水チャンネル、前方送水用チャンネル、処置具挿通チャンネル等が併設されている
。
【００１３】
　挿入部１１は、柔軟な軟性部２１と、軟性部２１の先端に連接されて湾曲操作される湾
曲部２２と、湾曲部２２の先端に連接され、観察光学系等が内蔵された先端部２３から構
成されている。
【００１４】
　先端部２３の先端面３０には、照明光が出射される照明光学系の複数の照明窓３１と、
観察光学系の光軸上に配置された観察窓３２と、処置具挿通チャンネルの開口部３３と、
観察窓に洗浄液を吹き付けて観察窓の洗浄を行うためのノズル３４等が設けられている。
【００１５】
　また、先端部２３の外周には、内視鏡用フード３を突没自在に装着するための所定幅の
環状溝部３５が形成されている。
【００１６】
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　内視鏡用フード３は、図２及び図３に示すように、例えば、軟性樹脂やゴム等の柔軟性
を有する弾性部材で、先端部２３の外周の環状溝部３５から観察視野方向に突出して、先
端部２３の外周を覆うような中空の円筒形状に形成されている。
【００１７】
　内視鏡用フード３の本体部４０の観察視野方向と反対側の端面（基端部側端面）４１に
は、上記環状溝部３５の凹溝の小径部３５ａと係合すると共に、内視鏡用フード３を溝部
３５の部位に係止する係合孔４１ａが形成されている。従って、内視鏡用フード３の基端
部側端面４１が環状溝部３５の凹溝の小径部３５ａの幅で前後移動されることにより、内
視鏡用フード３が先端部２３の先端面３０から前後方向に突没操作自在になっている。す
なわち、内視鏡用フード３の基端部側端面４１は装着部として設けられている。
【００１８】
　また、内視鏡用フード３の本体部４０の基端部側端面４１とは逆側の先端側端面には内
側に向けて所定幅の縁部４２が形成されている。
【００１９】
　一方、内視鏡２の挿入部１１の処置具挿通チャンネル５１内にはフード操作用のワイヤ
５２が挿通されている。このフード操作用のワイヤ５２の先端部側の端部５３は、内視鏡
用フード３の本体部４０の壁内に固設され、他端側は内視鏡２の操作部１２へ露出されて
術者が操作する操作リング５４が形成されている（図１参照）。
【００２０】
　このように構成される本発明の実施の第１形態の作用について、大腸の憩室に内視鏡２
の挿入部１１の先端部２３を潜り込ませて憩室の管壁を観察する場合を例に説明する。
【００２１】
　まず、術者がフード操作用のワイヤ５２の操作リング５４を図１のＳ２の方向に牽引し
て、内視鏡用フード３を図１のＳ’２の方向に移動して先端部２３の先端面３０からの突
出長さを短くする。
【００２２】
　この状態で、フード操作用のワイヤ５２をさらに牽引すると、図２に示すように、内視
鏡用フード３の本体部４０のワイヤ５２を固定している壁面が、矢印Ｃに示すように、先
端部２３の先端面３０に接近される。
【００２３】
　この結果、内視鏡用フード３の本体部４０の縁部４２の径方向の寸法が、先端部２３の
先端面３０の外径寸法より小さく変更され、大腸の憩室６０の括れ６０ａから憩室６０の
内部に潜り込み易くなる。
【００２４】
　こうして、大腸の憩室６０の括れ６０ａから憩室６０の内部に内視鏡用フード３を潜り
込ませた後、術者は、フード操作用のワイヤ５２の操作リング５４を図１のＳ１の方向に
押出して、内視鏡用フード３を図１のＳ’１の方向に移動して先端部２３の先端面３０か
らの突出長さを長くする。
【００２５】
　この状態で、フード操作用のワイヤ５２をさらに押し出すと、図３に示すように、内視
鏡用フード３の本体部４０のワイヤ５２を固定している壁面が、矢印Ｄに示すように、挿
入部１１の軸芯から外側へと傾斜されて、内視鏡用フード３の本体部４０の縁部４２の径
方向の寸法が、先端部２３の先端面３０の外径寸法より大きく変更される。
【００２６】
　これにより、大腸の憩室６０の括れ６０ａが外側へと広げられ、先端部２３の先端面３
０は、大腸の憩室６０の括れ６０ａによって映像が妨害されることもなく、大腸の憩室６
０の管壁から内視鏡用フード３によって適切な距離を保って管壁の観察を行うことが可能
となる。
【００２７】
　このように、本発明の実施の第１形態では、処置具挿通チャンネル５１、フード操作用
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のワイヤ５２、操作リング５４により寸法変更部が主要に構成されている。
【００２８】
　尚、本発明の実施の第１形態では、フード操作用のワイヤ５２の牽引操作により、内視
鏡用フード３の先端部２３の先端面３０からの突没操作と、本体部４０の縁部４２の径方
向の寸法変更が行われるようになっているが、突没操作用のワイヤと径方向寸法変更用の
ワイヤとを設けて、それぞれ別に行うようにしても良い。
【００２９】
　また、本発明の実施の第１形態では、処置具挿通チャンネル５１内にフード操作用のワ
イヤ５２が挿通されるようにしているが、このワイヤ５２は、挿入部１１に外付けで取り
付けられる外付けチューブ内に挿通されるようにしても良い。
【００３０】
　更に、本発明の実施の第１形態では、大腸の憩室６０を観察する例で説明したが、他の
壁面の皺部分を観察する場合においても本発明の例が適用できることは云うまでもない。
【００３１】
　次に、図４及び図５は、本発明の実施の第２形態を示し、本第２形態は、第１形態にお
ける内視鏡用フードの本体部を複数（２つ）の側壁で形成したことが異なり、他の構成、
作用は略同じであるので、同じ構成には同じ符号を記し、詳しい説明は省略する。
【００３２】
　本第２形態による内視鏡用フード７０は、図４及び図５に示すように、例えば、軟性樹
脂やゴム等の柔軟性を有する弾性部材で、先端部２３の外周の環状溝部３５から観察視野
方向に突出して、先端部２３の外周を覆うような中空の円筒形状に形成されている。
【００３３】
　本第２形態による内視鏡用フード７０は、本体部７１が、内視鏡２の挿入部１１の軸芯
を挟んで対向する第１の側壁部７１ａと第２の側壁部７１ｂとから構成されており、第１
の側壁部７１ａと第２の側壁部７１ｂの環状溝部３５側端部は、連接して環状溝部３５へ
の装着部７１ｃとして一体に形成されている。
【００３４】
　内視鏡用フード７０の装着部７１ｃは、内側端部が環状溝部３５の凹溝の小径部３５ａ
と係合すると共に、内視鏡用フード３を溝部３５の部位に係止する。従って、内視鏡用フ
ード７０の装着部７１ｃが環状溝部３５の凹溝の小径部３５ａの幅で前後移動されること
により、内視鏡用フード７０が先端部２３の先端面３０から前後方向に突没操作自在にな
っている。
【００３５】
　また、第１、第２の側壁部７１ａ、７１ｂの先端側端面には内側に向けて所定幅の縁部
７２ａ、７２ｂが対向して形成されている。
【００３６】
　第１、第２の側壁部７１ａ、７１ｂには、それぞれ中央に、弾性を有する板状の支持板
７３ａ、７３ｂが埋設されており、第１の側壁部７１ａの支持板７３ａの先端部と第２の
側壁部７１ｂの支持板７３ｂの先端部が連接ワイヤ７４で連結されている。
【００３７】
　連結ワイヤ７４は、第１の側壁部７１ａと第２の側壁部７１ｂとが隣接する第３の側壁
部７５内を挿通されている。
【００３８】
　一方、内視鏡２の挿入部１１の処置具挿通チャンネル５１内にはフード操作用のワイヤ
５２が挿通されている。このフード操作用のワイヤ５２の先端部側の端部５３は、第３の
側壁部７５内で、連接ワイヤ７４の略中央で、連接ワイヤ７４に沿って移動自在に連結さ
れ、他端側は内視鏡２の操作部１２へ露出されて術者が操作する操作リング５４が形成さ
れている（図１参照）。
【００３９】
　このように構成される本発明の実施の第２形態の作用について、大腸の憩室に内視鏡２
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の挿入部１１の先端部２３を潜り込ませて憩室の管壁を観察する場合を例に説明する。
【００４０】
　まず、術者がフード操作用のワイヤー５２の操作リング５４を図１のＳ２の方向に牽引
して、内視鏡用フード７０を図１のＳ’２の方向に移動して先端部２３の先端面３０から
の突出長さを短くする。
【００４１】
　この状態で、フード操作用のワイヤ５２をさらに牽引すると、図４に示すように、連接
ワイヤ７４の略中央が先端部２３の先端面３０に向けて牽引され、第１の側壁部７１ａの
先端と第２の側壁部７１ｂの先端とが略同じ力により内側へ牽引されて第１の側壁部７１
ａと第２の側壁部７１ｂとが先端部２３の先端面３０に向けて傾斜される（図４中の矢印
Ｅ）。
【００４２】
　この結果、内視鏡用フード７０の本体部７１の縁部７２ａ、７２ｂ側の径方向の寸法が
、先端部２３の先端面３０の外径寸法より小さく変更され、大腸の憩室６０の括れ６０ａ
から憩室６０の内部に潜り込み易くなる。
【００４３】
　こうして、大腸の憩室６０の括れ６０ａから憩室６０の内部に内視鏡用フード３を潜り
込ませた後、術者は、フード操作用のワイヤ５２の操作リング５４を図１のＳ１の方向に
押出して、内視鏡用フード３を図１のＳ’１の方向に移動して先端部２３の先端面３０か
らの突出長さを長くする。
【００４４】
　この状態で、フード操作用のワイヤ５２をさらに押し出すと、図５に示すように、連接
ワイヤ７４の略中央が第１、第２の側壁部７１ａ、７１ｂに向けて押し出され、第１の側
壁部７１ａの先端と第２の側壁部７１ｂの先端とが略同じ力により外側へ押し出される（
図５中の矢印Ｆ）。この結果、内視鏡用フード７０の本体部７１の縁部７２ａ、７２ｂ側
の径方向の寸法が、先端部２３の先端面３０の外径寸法より大きく変更される。
【００４５】
　これにより、大腸の憩室６０の括れ６０ａが外側へと広げられ、先端部２３の先端面３
０は、大腸の憩室６０の括れ６０ａによって映像が妨害されることもなく、大腸の憩室６
０の管壁から内視鏡用フード７０によって適切な距離を保って管壁の観察を行うことが可
能となる。
【００４６】
　このように、本発明の実施の第２形態では、処置具挿通チャンネル５１、フード操作用
のワイヤ５２、操作リング５４、連接ワイヤ７４により寸法変更部が主要に構成されてい
る。
【００４７】
　尚、本発明の実施の第２形態では、フード操作用のワイヤ５２の牽引操作により、内視
鏡用フード７０の先端部２３の先端面３０からの突没操作と、本体部７１の縁部７２ａ、
７２ｂの径方向の寸法変更が行われるようになっているが、突没操作用のワイヤと径方向
寸法変更用のワイヤとを設けて、それぞれ別に行うようにしても良い。
【００４８】
　また、本発明の実施の第２形態では、処置具挿通チャンネル５１内にフード操作用のワ
イヤ５２が挿通されるようにしているが、このワイヤ５２は、挿入部１１に外付けで取り
付けられる外付けチューブ内に挿通されるようにしても良い。
【００４９】
　更に、本発明の実施の第２形態では、大腸の憩室６０を観察する例で説明したが、他の
壁面の皺部分を観察する場合においても本発明の例が適用できることは云うまでもない。
【００５０】
　更に、本発明の実施の第２形態では、内視鏡用フード７０は、本体部７１を第１の側壁
部７１ａと第２の側壁部７１ｂの２分割して構成する例を説明したが、より多くの分割し
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た側壁部で構成するようにしても良い。
【００５１】
　次に、図６は、本発明の実施の第３形態を示し、本第３形態は、第１形態における内視
鏡用フードの本体部の縁部の径方向の寸法変更を、形状を予め屈曲して形成したワイヤの
回転で行えるようにしたことが異なり、他の構成、作用は略同じであるので、同じ構成に
は同じ符号を記し、詳しい説明は省略する。
【００５２】
　すなわち、本発明の実施の第３形態による内視鏡用フード８０は、図６に示すように、
例えば、軟性樹脂やゴム等の柔軟性を有する弾性部材で、先端部２３の外周の環状溝部３
５から観察視野方向に突出して、先端部２３の外周を覆うような中空の円筒形状に形成さ
れている。
【００５３】
　内視鏡用フード８０の本体部８１の観察視野方向と反対側の端面（基端部側端面）８２
には、上記環状溝部３５の凹溝の小径部３５ａと係合すると共に、内視鏡用フード８０を
溝部３５の部位に係止する係合孔８２ａが形成されている。従って、内視鏡用フード８０
の基端部側端面８２が環状溝部３５の凹溝の小径部３５ａの幅で前後移動されることによ
り、内視鏡用フード８０が先端部２３の先端面３０から前後方向に突没操作自在になって
いる。すなわち、内視鏡用フード８０の基端部側端面８２は装着部として設けられている
。
【００５４】
　また、内視鏡用フード８０の本体部８１の基端部側端面８２とは逆側の先端側端面には
内側に向けて所定幅の縁部８３が形成されている。
【００５５】
　一方、内視鏡２の挿入部１１の処置具挿通チャンネル５１内にはフード操作用のワイヤ
８４が挿通されている。このフード操作用のワイヤ８４は、内視鏡２の先端部２３の先端
面３０から略露出される部位が予め屈曲して形成されており、この屈曲された屈曲部位８
４ａ側の内視鏡用フード８０側の端部８４ｂは、内視鏡用フード８０の本体部８１の壁内
に回動自在に係止されている。また、フード操作用のワイヤ８４の他端側は、内視鏡２の
操作部１２へ露出されて術者が把持操作する把持部８５が設けられている。
【００５６】
　従って、例えば、大腸の憩室に内視鏡２の挿入部１１の先端部２３を潜り込ませて憩室
の管壁を観察する場合において、術者が、図６（ａ）の矢印Ｘの方向にフード操作用のワ
イヤ８４を回転すると、内視鏡用フード８０の本体部８１のワイヤ８４を固定している壁
面が、矢印Ｇに示すように、先端部２３の先端面３０に接近される。
【００５７】
　この結果、内視鏡用フード８０の本体部８１の縁部８３の径方向の寸法が、先端部２３
の先端面３０の外径寸法より小さく変更され、大腸の憩室の括れから憩室の内部に潜り込
み易くなる。
【００５８】
　こうして、大腸の憩室の括れから憩室の内部に内視鏡用フード８０を潜り込ませた後、
術者が、図６（ｂ）の矢印Ｙの方向にフード操作用のワイヤ８４を回転すると、内視鏡用
フード８０の本体部８１のワイヤ８４を固定している壁面が、矢印Ｈに示すように、挿入
部１１の軸芯から外側へと傾斜されて、内視鏡用フード８０の本体部８１の縁部８３の径
方向の寸法が、先端部２３の先端面３０の外径寸法より大きく変更される。
【００５９】
　これにより、大腸の憩室の括れが外側へと広げられ、先端部２３の先端面３０は、大腸
の憩室の括れによって映像が妨害されることもなく、大腸の憩室の管壁から内視鏡用フー
ド８０によって適切な距離を保って管壁の観察を行うことが可能となる。
【００６０】
　このように、本発明の実施の第３形態では、処置具挿通チャンネル５１、フード操作用
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のワイヤ８４、把持部８５により寸法変更部が主要に構成されている。
【００６１】
　尚、本発明の実施の第３形態では、フード操作用のワイヤ８４の牽引操作により、内視
鏡用フード８０の先端部２３の先端面３０からの突没操作を行い、フード操作用のワイヤ
８４の回転操作により、内視鏡用フード８０の本体部８１の縁部８３の径方向の寸法変更
が行われるようになっているが、突没操作用のワイヤと径方向寸法変更用のワイヤとを設
けて、それぞれ別に行うようにしても良い。
【００６２】
　また、本発明の実施の第３形態では、処置具挿通チャンネル５１内にフード操作用のワ
イヤ８４が挿通されるようにしているが、このワイヤ８４は、挿入部１１に外付けで取り
付けられる外付けチューブ内に挿通されるようにしても良い。
【００６３】
　更に、本発明の実施の第３形態では、大腸の憩室を観察する例で説明したが、他の壁面
の皺部分を観察する場合においても本発明の例が適用できることは云うまでもない。
【００６４】
　次に、図７及び図８は、本発明の実施の第４形態を示し、本第４形態は、内視鏡用フー
ドの本体部内に径寸法が可変自在なワイヤを挿通して形成したことが、上述の各形態とは
異なり、他の構成、作用は略同じであるので、同じ構成には同じ符号を記し、詳しい説明
は省略する。
【００６５】
　すなわち、本発明の実施の第４形態による内視鏡用フード９０は、図７に示すように、
例えば、軟性樹脂やゴム等の柔軟性を有する弾性部材で、先端部２３の外周の環状溝部３
５から観察視野方向に突出して、先端部２３の外周を覆うような中空の円筒形状に形成さ
れている。
【００６６】
　内視鏡用フード９０の本体部９１の観察視野方向と反対側の端面（基端部側端面）９２
には、他の実施形態と同様に、上記環状溝部３５の凹溝の小径部３５ａと係合すると共に
、内視鏡用フード９０を溝部３５の部位に係止する係合孔（図示せず）が形成されている
。従って、内視鏡用フード９０の基端部側端面９２が環状溝部３５の凹溝の小径部３５ａ
の幅で前後移動されることにより、内視鏡用フード９０が先端部２３の先端面３０から前
後方向に突没操作自在になっている。すなわち、内視鏡用フード９０の基端部側端面９２
は装着部として設けられている。
【００６７】
　また、内視鏡用フード９０の本体部９１の基端部側端面９２とは逆側の先端側端面には
内側に向けて所定幅の縁部９３が形成されている。そして、この縁部９３の内部には、ド
ーナツ状の環状袋部９４が形成されており、この環状袋部９４内に、後述するフード操作
用のワイヤ９５の先端ループ９６が摺動自在に挿通されている。
【００６８】
　他の実施形態と同様、内視鏡２の挿入部１１の処置具挿通チャンネル５１内にはフード
操作用のワイヤ９５が挿通されている。
【００６９】
　図８に示すように、フード操作用のワイヤ９５は、内視鏡用フード９０側の端部には、
ワイヤ９５を挿通自在な内径を有するワイヤ挿通部９７が形成されており、該ワイヤ挿通
部９７に、フード操作用のワイヤ９５の他端部を挿通することにより先端ループ９６が形
成されている。また、フード操作用のワイヤ９５の他端側は、内視鏡２の操作部１２へ露
出されて術者が把持操作する把持部９８が設けられている。
【００７０】
　このように構成される本第４形態の内視鏡用フード９０では、図８（ａ）に示す、内視
鏡用フード９０の本体部９１の縁部９３の変形の無い状態から、図８（ｂ）に示すように
、フード操作用のワイヤ９５を牽引して、フード操作用のワイヤ９５の先端ループ９６の
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径寸法を小さくする。これにより、内視鏡用フード９０の本体部９１の縁部９３の径方向
の寸法が、先端部２３の先端面３０の外径寸法より小さく変更され、大腸の憩室の括れか
ら憩室の内部に潜り込み易くなる。
【００７１】
　逆に、図８（ｃ）に示すように、フード操作用のワイヤ９５を押し出して、フード操作
用のワイヤ９５の先端ループ９６の径寸法を大きくする。これにより、内視鏡用フード９
０の本体部９１の縁部９３の径方向の寸法が、先端部２３の先端面３０の外径寸法より大
きく変更される。
【００７２】
　これにより、大腸の憩室の括れが外側へと広げられ、先端部２３の先端面３０は、大腸
の憩室の括れによって映像が妨害されることもなく、大腸の憩室の管壁から内視鏡用フー
ド９０によって適切な距離を保って管壁の観察を行うことが可能となる。
【００７３】
　このように、本発明の実施の第４形態では、処置具挿通チャンネル５１、フード操作用
のワイヤ９５、把持部９８により寸法変更部が主要に構成されている。
【００７４】
　尚、本発明の実施の第４形態では、フード操作用のワイヤ９５の牽引操作により、内視
鏡用フード９０の先端部２３の先端面３０からの突没操作と、本体部９１の縁部９３の径
方向の寸法変更が行われるようになっているが、突没操作用のワイヤと径方向寸法変更用
のワイヤとを設けて、それぞれ別に行うようにしても良い。
【００７５】
　また、本発明の実施の第４形態では、処置具挿通チャンネル５１内にフード操作用のワ
イヤ９５が挿通されるようにしているが、このワイヤ９５は、挿入部１１に外付けで取り
付けられる外付けチューブ内に挿通されるようにしても良い。
【００７６】
　更に、本発明の実施の第４形態では、大腸の憩室を観察する例で説明したが、他の壁面
の皺部分を観察する場合においても本発明の例が適用できることは云うまでもない。
【００７７】
　次に、図９は、本発明の実施の第５形態を示し、本第５形態は、内視鏡用フードの本体
部の縁部の径方向の寸法変更を、本体部先端面に設けたバルーンの縮小と膨出により行え
るようにしたことが各形態と異なり、他の構成、作用は略同じであるので、同じ構成には
同じ符号を記し、詳しい説明は省略する。
【００７８】
　すなわち、本発明の実施の第５形態による内視鏡用フード１００は、図９に示すように
、例えば、軟性樹脂やゴム等の柔軟性を有する弾性部材で、先端部２３の外周の環状溝部
３５から観察視野方向に突出して、先端部２３の外周を覆うような中空の円筒形状に形成
されている。
【００７９】
　内視鏡用フード１００の本体部１０１の観察視野方向と反対側の端面（基端部側端面）
１０２には、上記環状溝部３５の凹溝の小径部３５ａと係合すると共に、内視鏡用フード
１００を溝部３５の部位に係止する係合孔１０２ａが形成されている。従って、内視鏡用
フード１００の基端部側端面１０２が環状溝部３５の凹溝の小径部３５ａの幅で前後移動
されることにより、内視鏡用フード１００が先端部２３の先端面３０から前後方向に突没
操作自在になっている。すなわち、内視鏡用フード１００の基端部側端面１０２は装着部
として設けられている。
【００８０】
　また、内視鏡用フード１００の本体部１０１の基端部側端面１０２とは逆側の先端側端
面１０３は、中央部分１０３ａが外側に突出して形成されている。そして、この先端側端
面１０３の中央部分１０３ａの略先端から外縁部までのテーパ状の外側表面には、内視鏡
２の挿入部１１の処置具挿通チャンネル５１内を挿通した管路１０４を通じて送られる空
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気により膨出自在なバルーン１０５が設けられている
　管路１０４の内視鏡用フード１００側の端部１０４ａは、内視鏡用フード１００の本体
部１０１の先端側端面１０３の裏面と気密性を保持して固定される一方、他端部には、術
者により押し引き自在な把持部１０４ｂが設けられている。従って、術者が、把持部１０
４ｂを把持して、管路１０４を牽引操作することにより、内視鏡用フード１００が環状溝
部３５の凹溝の小径部３５ａの幅で前後移動される。
【００８１】
　また、管路１０４の内側の空気通路の把持部１０４ｂ側の端部は、空気を送排気してバ
ルーン１０５を膨縮するためのシリンジ１０６が接続自在に構成されている。
【００８２】
　従って、例えば、大腸の憩室に内視鏡２の挿入部１１の先端部２３を潜り込ませて憩室
の管壁を観察する場合には、まず、図９（ａ）に示すように、バルーン１０５から空気を
抜いてバルーン１０５を縮小した状態とする。この状態では、内視鏡用フード１００の本
体部１０１の先端側端面１０３の中央部分１０３ａの先端面の径方向の寸法が、先端部２
３の先端面３０の外径寸法より小さくなっており、大腸の憩室の括れから憩室の内部に潜
り込み易い状態となっている。
【００８３】
　こうして、大腸の憩室の括れから憩室の内部に内視鏡用フード１００を潜り込ませた後
、図９（ｂ）に示すように、術者が、シリンジ１０６により管路１０４を通じて送気して
バルーン１０５を膨張させると、該バルーン１０５により、内視鏡用フード１００の本体
部１０１の先端側端面１０３の径方向の寸法が、先端部２３の先端面３０の外径寸法より
大きく変更される。
【００８４】
　これにより、大腸の憩室の括れが外側へと広げられ、先端部２３の先端面３０は、大腸
の憩室の括れによって映像が妨害されることもなく、大腸の憩室の管壁から内視鏡用フー
ド１００によって適切な距離を保って管壁の観察を行うことが可能となる。
【００８５】
　このように、本発明の実施の第５形態では、処置具挿通チャンネル５１、管路１０４、
バルーン１０５、シリンジ１０６により寸法変更部が主要に構成されている。
【００８６】
　尚、本発明の実施の第５形態では、管路１０４は、内視鏡２の挿入部１１に対して外付
けで取り付けられるようにしても良い。
【００８７】
　また、本発明の実施の第５形態では、大腸の憩室を観察する例で説明したが、他の壁面
の皺部分を観察する場合においても本発明の例が適用できることは云うまでもない。
【００８８】
　更に、本発明の実施の各形態では、それぞれの形態における内視鏡用フードが、内視鏡
用フード８０が先端部２３の先端面３０から前後方向に突没自在に構成されている例を示
しているが、突没自在ではなく固定されるものであっても適用可能である。
【００８９】
　また、本発明は、上述した実施の各形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変
えない範囲において、種々の変更、改変等が可能である。
【符号の説明】
【００９０】
　　１　　内視鏡装置
　　２　　内視鏡
　　３　　内視鏡用フード
　１１　　挿入部
　１２　　操作部
　２１　　軟性部
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　２２　　湾曲部
　２３　　先端部
　３１　　照明窓
　３２　　観察窓
　３３　　開口部
　３５　　環状溝部
　４０　　本体部
　４１　　基端部側端面（装着部）
　４２　　縁部
　５１　　処置具挿通チャンネル（寸法変更部）
　５２　　ワイヤ（寸法変更部）
　５４　　操作リング（寸法変更部）

【図１】 【図２】
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